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人事院勧告 年間一時金アップを背景に 

１１／５、全国統一回答指定日 
団体交渉多数参加で前進の波つくろう 

 

いよいよ、１１月５日は２０１５秋闘の統

一回答指定日です。年末一時金を中心とした

大幅前進を勝ち取るため、団体交渉への参加

を広く呼びかけましょう。 

昨年１０月の医療法改正に伴い、医療・介

護の人材確保・定着の条件整備は経営者の義

務となり、組合が運動すれば前進を獲得でき

る情勢となっています。 

「ストライキ」を構えて、前進回答を引き

出しましょう。マイナス回答には断固として

抗議の意思を示しましょう。 

１０月の人事院勧告は年間一時金４．２ヶ

月（昨年＋０．１ヶ月）この流れを活かし昨

年度上回る一時金回答を引き出しましょう。 

 

名南会「一時金のマイナス回答は許さない」 

10/15要求提出団交に５１名が参加！ 
 

名南会労組は、一時金のマイナス回答は許さない構えで、１０月１５日に要求提出団交

を開催。最大結集の５１名の組合員参加で、切実な要求を理事会に伝えています。 

 

「医療従事者の勤務環境の改善と確保対策は理事会の責務」  

昨年１０月の改正医療法で明記 
 

第四節 医療従事者の確保等に関する施策等 第三十条の十九 病院又は診療所の管理者

は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確

保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

◇お願い：各組合の取り組み・ニュースを送って下さい。 
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